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４．管理者等が行う各種届出等について

既存牛の再届出以外の管理者が行う各種届出については、用語や報告用カード類

の様式の変更、事項の追加等が若干ありますが、基本的には従来の報告の方法と大

きくは変わりません。耳標の配布、装着等も同様です。


